
資源化物売却（廃食用油）仕様書 

 

１ 件  名 資源化物売却（廃食用油） 

 

２ 品  名 廃食用油 

 

３ 見積方法 １リットルあたりの金額（税込） 

 

４ 期  間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 年間売却見込量 約１０，０００リットル 

 

６ 売却方法 市が連絡した日から１週間以内に引き取ること 

 

７ 売却場所 春日井市清掃事業所（春日井市鷹来町 4957 番地２） 

 

８ 売却予定回数 月２回程度（１回当たり最大約８００リットル） 

 

９ 売却代金納付方法 

市が発行する納入通知書により定められた期限までに納付すること。代金

は実績に応じ納付するものとし、引き取り時の消費税及び地方消費税率を適

用するものとする。 


